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を求めることについて
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─────────────────
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９番 附 田 一 君

─────────────────

（２７名）◎説明のため出席した者
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午前１０時００分 開議

定足数に達しており○議長（馬場騎一君）

ますので、４日目の本会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第４号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 議案第３４号から

日程第３ 議案第３６号まで

日程第１ 議案第３○議長（馬場騎一君）

４号から日程第３ 議案第３６号までの３件

を一括議題とします。

予算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいまの委員長報○議長（馬場騎一君）

告に対し、質疑・討論をあわせて行います

が、通告がありませんので、質疑・討論を終

結します。

これより、採決します。

議案第３４号から議案第３６号までの３議

案は、委員長報告のとおり決することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第３４号専決処分の承認を求

めることについて（平成２１年度三沢市一般

会計補正予算（第７号））、承認、議案第３

５号平成２２年度三沢市一般会計補正予算

（第１号）、可決、議案第３６号平成２２年

度三沢市介護保険特別会計補正予算（第１

号）、可決とそれぞれ決しました。

─────────────────

◎日程第 ４ 議案第３７号から

日程第１３ 議案第４６号まで

日程第４ 議案第３○議長（馬場騎一君）

７号から日程第１３ 議案第４６号までの１

０件を一括議題とします。

条例等審査特別委員会の審査報告書は、お

手元に配付したとおりです。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいまの委員長報○議長（馬場騎一君）

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。

討論を行います。

なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。

３番奥本菜保巳議員。

議案第３７号三沢○３番（奥本菜保巳君）

市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て、一部反対の立場で討論いたします。

今回、三沢市税条例第３６条の３の２及び

３の改定では、新政権の政策、子ども手当の

創設に伴い、年少扶養控除及び１６歳以上１

９歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分が廃止

されるとあります。このことによって、その

分だけ課税される所得がふえるため、所得税

が増税されることになります。増税によっ

て、非課税世帯だったのが課税世帯になり、

保育料などの負担増につながる世帯も出てき

ます。子ども手当の恩恵を受けない世帯があ

るということです。このような扶養控除廃止

は即刻やめるべきです。

次に、第４４条の改定です。これまで６５

歳未満の年金受給者で給与所得がある方の場

合、年金に係る納税分は普通徴収、いわゆる

納付書や口座振替で納めていました。しか

し、今回の改定によって、年金の納税分を給

料から天引きされるということになります。

有無を言わさず、取りっぱぐれのないように

天引きするというものです。

もともと、年金だけでは生活できないから

働いている方が大半ではないですか。しか

も、消えた年金記録問題も解決していませ

ん。受け取るべき年金額を受け取っていない

方々がいる中で、取り立てだけをきっちりや

るというのは納得がいきません。後期高齢者

医療制度でも天引きに対する反発があり、見

直しされたことでも証明されています。よっ

て、このような理不尽な改悪には、断固反対
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を表明するものです。

共産党は、よくこのようなことを言われま

す。国が決め、一自治体ではどうにもならな

い条例の改定にいつも共産党が反対するが、

それは不可能だから反対討論はやめたらどう

か。国会で決められたことを覆すのは難しい

でしょう。しかし、これまでも世論が政治を

動かしてきました。後期高齢者医療制度の問

題でも、高齢者の方々の怒りが世論になって

廃止にまで追い込んだのです。共産党は、理

不尽な条例の改悪に対しては、国民のその声

を世論にして、政治を前に進めていきたいと

思っています。

以上の観点から、この税条例の一部改定に

対して反対を表明いたします。

続いて、議案第４４号三沢市立三沢病院使

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例の制定について、一部反対の立場で討論い

たします。

今回のこの条例の中に、分娩料が１５万円

から１８万円へと３万円の値上げに改定され

るとあります。しかし、これは、三沢病院が

新設・移設されることをきっかけにした便乗

値上げにすぎません。出産・育児には大変お

金がかかります。そのため、若い世代の職は

不安定で給料も安く、とても結婚して子供を

育てられないという現状があります。

そこで、政府は、将来、国を担う人口の減

少を食いとめようと、さまざまな少子化対策

を講じてきました。出産育児一時金も３８万

円から４２万円に増額され、さらに５０万円

台まで上げようという動きもあります。妊婦

健診１４回無料化や子供の医療費の無料化、

授業料無償化、子ども手当など、少子化対策

に懸命です。そうした中での分娩料の値上げ

は、これまでの少子化対策に逆行することに

なり、納得できません。

近隣の市や町と比較しても、一番高い八戸

市とほぼ同じレベルになります。十和田市や

青森市、むつ市と比べると２万円から４万円

ほど高くなります。三沢病院は、坂田院長を

はじめとする医師、看護師の方々、事務局長

をはじめとする病院スタッフの方々の尽力に

より黒字になっていると伺っています。なぜ

十和田中央病院より高くなるのでしょうか。

三沢の場合、防衛予算絡みで、他の自治体

病院と比較しても恵まれていると言われてい

るではありませんか。ほかの自治体病院は、

どこも運営が厳しいと言われています。それ

でも分娩料を上げずに頑張っています。三沢

にできないはずはありません。幾ら新しくき

れいな病院になっても、市民に喜ばれる病院

にならなければ意味がありません。幾ら子育

てサロンなどを開設しても、子供を産んでも

らわなければ子育て支援も効力がありませ

ん。

これまでの国の政策によって、医師や看護

師不足、診療報酬の引き下げにより、病院運

営が窮地に立たされている自治体病院が多く

なっています。三沢病院も、分娩料の値上げ

に踏み切らなければならないところまで追い

込まれているのでしょうか。

しかし、それは個人に負担を押しつけて解

消させる問題ではありません。地方自治体や

国の政策によって解決させなければなりませ

ん。これから生まれてくる子供たちは国の財

産になります。日本の未来を担う子供たちで

す。お金の心配をせずに、安心してお産をし

ていただこうではありませんか。

以上、このような観点から反対を表明いた

します。

次に、１３番西村盛○議長（馬場騎一君）

男議員。

議案第４４号三沢○１３番（西村盛男君）

市立三沢病院使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例の制定について、賛成の立

場で討論いたします。

皆様御承知のとおり、近年、全国的な産婦

人科医不足により、産科における分娩や治療

などに必要な診療体制の確保が困難となって

おり、産科を休診せざるを得ない病院が増加

してしまっているとの報道を耳にします。

三沢市を含むここ上十三地域におきまして

も、こういった傾向は例外ではなく、十和田
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市立中央病院、公立野辺地病院、そして七戸

病院と、産科の閉鎖が相次ぐなど、ここ上十

三地域の産科医療体制は県内で最も危機的な

状況にある地域と言えると思います。

このような状況下、市立三沢病院は、少子

化対策に最も重要な安心・安全な産科医療の

確保に向け、平成２１年１月に、東北大学病

院、八戸市立市民病院、また国民健康保険五

戸総合病院と連携し、青森県南地域産科医療

体制強化事業を立ち上げ出産体制の安定に向

け取り組んでおられ、市民の一人として、ま

た、今後、子を産み育てていく世代として心

強く感じているところであります。

さて、このたびの改正は、市立三沢病院で

の１分娩当たりの患者御負担額を３万円引き

上げ、トータルで３８万７,０００円とする

ものであります。お聞きましたところ、分娩

に係る経費は、産科医師等に関する経費及び

医療機器の整備を除いても１分娩当たり約６

５万７,０００円かかるとのことであり、必

要経費と患者負担額の差額は１分娩当たり約

３０万円、年間で約７,６００万円もの赤字

になっているとのことでありました。これが

病院経営を圧迫する一因となっていることは

事実であります。

確かに、経済的に不安定な時期でもありま

すし、患者負担額の引き上げは、特に若い世

代にとって、今後、子供を産み育て、生活し

ていく上で不安材料となることも十分理解で

きます。しかしながら、昨年、国の施策とし

て出産育児一時金が４２万円と引き上げられ

たこと、また、今回の分娩料改定後もこの出

産育児一時金の額内とすることなど、患者の

方々への配慮もしっかりと考えられた内容と

なっておりますし、何よりここ上十三地域に

おける安定・安心、充実した出産医療体制を

維持していく上でも、市立三沢病院での産科

医療の提供をやめていただくわけにはいかな

いのであります。

もちろん、患者負担額の引き上げに際しま

しては、今後、さらに質のよい医療体制を構

築・提供していくそれ相応の努力が病院へは

求められますし、また、市や議会、そして病

院、市民が一丸となって、子供を産み育てる

世代や生まれてくる子供たちのためにも、地

域の産科医療を必ず守るのだという強い気持

ちが最も重要であると考えます。

以上のことからも、今回の分娩料の改定は

必要であり、三沢市立三沢病院使用料及び手

数料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、賛成するものであります。

以上です。

以上で、討論を打ち○議長（馬場騎一君）

切ります。

これより、採決します。

議案第３７号及び議案第４４号を除く議案

第３８号から議案第４６号までの８議案は、

委員長報告のとおり決することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第３８号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市国民健康保険税条

例の一部を改正する条例の制定について）、

承認、議案第３９号三沢市行政改革推進委員

会設置条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、可決、議案第４０号三沢市職員の育

児休業等に関する条例及び三沢市職員の勤務

時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、可決、議案第４１号三

沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、可決、議案第４２号三沢都市計画

事業岡三沢第一土地区画整理事業施行規程を

廃止する規程の制定について、可決、議案第

４３号三沢市立三沢病院事業の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につい

て、可決、議案第４５号三沢市火災予防条例

の一部を改正する条例の制定について、可

決、議案第４６号青森県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体数の減少及び青森県

市町村総合事務組合規約の変更について、可

決とそれぞれ決しました。
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次に、議案第３７号を採決します。

本案に対する委員長報告は、承認です。

本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数です。○議長（馬場騎一君）

よって、議案第３７号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市税条例の一部を改

正する条例の制定について）は、承認と決し

ました。

次に、議案第４４号を採決します。

本案に対する委員長報告は、可決です。

本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数です。○議長（馬場騎一君）

よって、議案第４４号三沢市立三沢病院使

用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条

例の制定については、可決と決しました。

─────────────────

◎日程第１４ 議案第４７号

日程第１４ 議案第○議長（馬場騎一君）

４７号三沢市固定資産評価審査委員会委員の

選任につき同意を求めることについてを議題

とします。

この議案は、本日、執行部より追加議案と

して提出されたものです。

提案理由の説明を願います。

市長。

議案第４７号三沢市○市長（種市一正君）

固定資産評価審査委員会委員の選任ついて同

意を求めることについて、その提案理由を説

明申し上げます。

平成２２年７月２１日をもって泉山敦子氏

の任期が満了となることから、新たに委員と

して野々宮陽子氏を選任いたしたく、議会の

同意を求めるものであります。

野々宮陽子氏は、人格、識見ともにすぐれ

た方でありますので、よろしくお願いいたし

ます。

お諮りします。○議長（馬場騎一君）

この議案は、会議規則第３７条第３項の規

定により、委員会付託を省略し、本会議審議

にしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、委員会付託を省略することに決し

ました。

なお、この議案は人事案件でもありますの

で、先例により、質疑・討論を省略し、直ち

に採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認め、○議長（馬場騎一君）

質疑・討論を省略し、直ちに採決します。

お諮りします。

議案第４７号は、これに同意することに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第４７号三沢市固定資産評価

審査委員会委員の選任につき同意を求めるこ

とについては、これに同意することに決しま

した。

─────────────────

◎日程第１５ 基地対策特別委員会

中間報告

日程第１５ 基地対○議長（馬場騎一君）

策特別委員会中間報告を議題とします。

１４番。

本委員会にお○１４番（小比類巻正規君）

いて審査中の事件について、会議規則第４５

条第２項の規定に基づき、中間報告をいたし

ます。

本委員会は、基地所在に起因する諸問題を

調査・解明し、基地周辺住民の民生安定と福

祉向上に資することを目的に、平成２２年第

１回定例会において設置されたわけでありま

すが、去る５月２４日、今後の活動について

協議するため、組織の初の会議を開きまし

た。
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本市議会において従来から設置されてきた

基地対策特別委員会は、基地所在に伴い発生

する諸問題の解決は、一地方自治体が独自で

できるものではなく、国の責任において行わ

れるべきものであるとの認識で一致してお

り、これに基づき、三沢基地周辺の生活環境

の整備や民生安定のためのさまざまな施策の

実施を国に対し強く要望してきた経緯があり

ます。

会議の中では、各要望項目に関する進捗状

況について執行部から説明を受けましたが、

住宅防音工事において樹脂サッシの採用が決

定したこと、病院や農産物加工施設等の建設

事業や、天ヶ森・砂森地区及び五川目地区の

移転対策事業については着実な進捗が見られ

ることなど、長年にわたり行ってきた要望活

動の成果があらわれてきており、このたび設

置された委員会においても、国に対する要望

は引き続き行っていくことの考えで一致した

ところであります。

また、本委員会の活動のもう一つの柱であ

る基地に関する事件・事故への対応について

は、その再発を防止するため、毅然とした態

度で臨む所存であります。

なお、今後においては、三沢基地周辺対策

に関する具体的な要望項目の決定や要望行動

の方法について協議を行うこととしており、

これらが調い次第、要望の早期実現のため、

粘り強く活動を進めてまいりたいと考えてお

ります。

以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添え、基地対策特別委員会の中間報

告といたします。

よろしくお願いいたします。

質疑を行います。○議長（馬場騎一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終結します。○議長（馬場騎一君）

お諮りします。

この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き閉会中の継続審査にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、基地対策特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査とします。

─────────────────

◎日程第１６ 中心市街地活性化対

策特別委員会中間報

告

日程第１６ 中心市○議長（馬場騎一君）

街地活性化対策特別委員会中間報告を議題と

します。

１６番。

中心市街地活性化○１６番（舩見亮悦君）

対策特別委員会における審査状況について、

会議規則第４５条第２項の規定に基づき、中

間報告をいたします。

当委員会は、中心市街地活性化基本計画の

推進を図ることを目的に、去る２月２５日告

示招集された平成２２年三沢市議会第１回定

例会において再設置されたところでありま

す。

先般、６月２日、改組後初となる委員会を

開催し、中心市街地活性化基本計画の概要に

ついて、ＭＧプラザの進捗状況について、市

立三沢病院跡地利用の進捗状況についての３

件を調査いたしました。

１点目の中心市街地活性化基本計画の概要

についてでありますが、平成１９年１１月に

内閣府の認定を受けた本計画について、改め

てその内容を確認したところであります。

区画整理事業、アメリカ村広場整備事業及

び歩道整備事業等の主要事業は既に完了し、

今後は、さまざまなソフト事業を展開し、基

本コンセプトである「国際色を楽しめる 魅

力 活力 安心のあるまち」の達成を目指す

とのことでありました。

２点目のＭＧプラザの進捗状況についてで

ありますが、この件については、現地視察を

行い、商工会担当者より店舗の出店状況等に

ついて説明を受けたところであります。

現在、飲食店２店が出店に向け内装工事等

に着手しており、このほかにも大手雑貨店や
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飲食業チェーン店との交渉も行われていると

のことでありました。

懸案となっておりますＭＧプラザの運営主

体については、今後、経済４団体、商工会役

員及び関係団体等で組織する、仮称ではあり

ますが、再生支援協議会を組織して、諸問題

の解決・解消に努めていくとのことでありま

した。

３点目の市立三沢病院跡地利用の進捗状況

についてでありますが、昨年度実施した売却

の公募が不調に終わったことから、現在、公

募による民間事業者への貸与に向け作業を進

めているとのことでありました。

以上の３事業に対する説明、報告を踏まえ

委員会としての活動方針を協議したところで

ありますが、本委員会が再度設置された経緯

を踏まえ、ＭＧプラザ問題、病院跡地問題を

引き続き活動方針に据えることとし、さらに

は、誘客対策という観点から、当該地区にお

ける交通体系の検証を行うこととしました。

最後になりますが、当委員会といたしまし

ては、中心市街地の衰退は、今、当市経済が

直面している最大の課題であると認識し、今

後、アメリカ村をはじめとする中心市街地活

性化基本計画の実効性を確保すべく、さまざ

まな調査、研究、助言を行ってまいりたいと

考えております。

以上、引き続き閉会中の継続審査とするこ

とを申し添えまして、当委員会の中間報告と

いたします。

質疑を行います。○議長（馬場騎一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終結します。○議長（馬場騎一君）

お諮りします。

この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き、閉会中の継続審査にしたいと思います。

これに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、中心市街地活性化対策特別委員会

については、引き続き閉会中の継続審査とし

ます。

─────────────────

◎日程第１７ 総務文教常任委員会

所管事務調査報告

日程第１７ 総務文○議長（馬場騎一君）

教常任委員会所管事務調査報告を議題としま

す。

１０番。

それでは、去る６○１０番（堀 光雄君）

月９日に開催されました総務文教常任委員会

における所管事務調査の内容について御報告

申し上げます。

今回は、先般発覚いたしました三沢市立第

五中学校における給食費の着服事件を受けま

して、給食費の取り扱い事務について調査い

たしました。

教育委員会の説明によりますと、本年１

月、学校給食センターが、平成２１年度の出

納閉鎖に伴い給食費の納入状況を確認したと

ころ、第五中学校の給食費が昨年９月から納

入されていないことがわかり、同校に確認を

依頼した結果、担当する事務職員が、公印を

無断使用した上で、給食費を管理する学校名

義の口座から、昨年６月から複数回にわた

り、合計約６７１万円の給食費を横領してい

たことが発覚したとのことでありました。

このことを受け、市教育委員会では、再発

防止策として、学校における公印及び現金の

厳重な管理・チェック体制の強化を図るとと

もに、給食費の納入状況を毎月校長会で報告

するなど、指導監督の徹底を図るとのことで

ありました。

なお、市では、当該職員が、事件発覚後全

額を返済していることや、去る６月４日付で

県教育委員会より懲戒免職処分を受け、既に

社会的制裁を受けていることなどを理由に、

刑事告訴はしないとのことでありました。

一連の説明を受け、委員からは、学校現場

における公印の管理やチェック体制の甘さを

改めて指摘する意見が多く出されたほか、市

当局においても、毎月の納入状況を確認でき

る体制を整えるよう要望がなされたところで
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あります。

以上が調査内容となりますが、今回の事件

は、学校教育に対する保護者や市民の信頼を

大きく傷つける大変遺憾な事件であり、絶対

にあってはならないことであります。どうか

市当局並びに学校現場におかれましては、再

発防止策の徹底を図るとともに、市民の信頼

回復に努めていただきますようお願い申し上

げます。

最後になりますが、我々議会には、執行機

関の行財政運営や事務処理事業の実施が適正

に行われているかを監視するという、重大な

使命が課せられております。このことを踏ま

え、当委員会におきましても、二度とこのよ

うな事件が起きることのないよう、重い責任

を持って取り組んでまいりたいと考えており

ます。

以上、簡単ではございますが、総務文教常

任委員会の委員長報告とさせていただきま

す。

質疑を行います。○議長（馬場騎一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終結します。○議長（馬場騎一君）

総務文教常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。

─────────────────

◎日程第１８ 議員の派遣について

日程第１８ 議員の○議長（馬場騎一君）

派遣についてを議題とします。

詳細につきましては、印刷してお手元に配

付しております。

お諮りします。

地方自治法第１００条第１３項及び会議規

則第１５８条の２の規定により、別紙のとお

り議員を派遣することに御異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、別紙のとおり議員を派遣すること

に決しました。

─────────────────

以上で、本定例会に○議長（馬場騎一君）

付議された事件はすべて議了しました。

─────────────────

◎市長あいさつ

ここで、特に市長よ○議長（馬場騎一君）

り発言の申し出がありますので、この際、発

言を許します。

市長。

平成２２年三沢市議○市長（種市一正君）

会第２回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言ごあいさつ申し上げま

す。

今定例会は去る６月７日開会され、本日ま

で１１日間にわたり、平成２２年度三沢市一

般会計補正予算並びに行政運営上必要な条例

の制定など、追加議案１件を含め、計１４件

につきまして慎重なる御審議をいただき、全

議案とも原案どおり御議決、御承認、御同意

を賜りまして、まことに感謝にたえないとこ

ろであります。

御議決賜りました各議案の執行に当たりま

しては、御審議の過程におきまして議員各位

から賜りました御意見、御提言等を十分に尊

重し、最善の効果をおさめるよう努力を傾注

してまいりますので、何とぞ一層の御支援・

御協力をお願い申し上げ、甚だ簡単でありま

すが、閉会に当たってのあいさつといたしま

す。

大変ありがとうございました。

─────────────────

◎議長謝辞

ここで、私から御紹○議長（馬場騎一君）

介とお礼を述べさせていただきます。

今定例会の会期中、こちらに飾っておりま

した市の花・サツキの盆栽は、三沢盆栽愛好

会会員の御厚意によりまして飾っていただい

たものでございます。この場をおかりいたし

まして、心から御礼を申し上げます。ありが

とうございました。

─────────────────

それでは、これを○議長（馬場騎一君）

もって、平成２２年三沢市議会第２回定例会
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を閉会します。

午前１０時３７分 閉会
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